
 
 
 

 
 

 
 

災害時における施設利用の協力に関する協定 
 

 
渋谷区（以下「甲」という。）と●●●●●●●（以下「乙」という。）との間において、次のと

おり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、渋谷区内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第

１号に定める災害が発生した時（以下「災害時」という。）に、乙の●●●●●●●（以下「施

設」という。）を利用して、渋谷区地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づく指定避難

所を開設し、及び運営するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「指定避難所」とは、災害により居住に制約を受けた被災者が当面の

食料及び生活環境を確保するための施設をいう。 

 

（対象施設） 

第３条 この協定の対象となる施設の所在地及び名称は、次のとおりとする。 

（１）所在地 ●●●●●●● 

（２）名 称 ●●●●●●● 

 

（協力要請） 

第４条 甲は、災害時に、施設を指定避難所として利用する必要があるときは、乙に対し協力を

要請する。ただし、乙は、災害時において緊急に対応することが必要であると認められるとき

は、自主的な判断に基づき、施設を開放し、甲に協力する。 

 

（連絡体制） 

第５条 前条の規定による甲の要請は、渋谷区危機管理対策部防災課長が施設の施設長に対して

行う。 

２ 前条の規定による甲の要請を円滑なものとするため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、

随時更新する。 

 

（協力体制） 

第６条 乙は、第４条の規定による協力について、あらかじめ甲と協議し、協力の内容及び体制

を明らかにしておくものとする。 

避難所の開設・運営に関する協定のひな形は以下のとおりです。詳細は区と協議の上、決定します。 
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２ 乙は、前項の協力の内容及び体制に変更が生じたときは、甲に報告するものとする。 

 

（発災時の対応） 

第７条 乙は、災害時に施設が指定避難所としての機能を速やかに果たせるよう、施設の開錠そ

の他の必要な措置を講じるものとする。 

２ 乙は、前項の措置を講じた後、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、避難者の誘導等に協

力する。 

３ 前２項の措置及び協力に伴う損害及び費用については、合理性が認められる範囲で甲が負担

するものとし、甲乙の協議により決定するものとする。 

 

（備蓄及び訓練等） 

第８条 乙は、渋谷区震災対策総合条例（平成８年渋谷区条例第１９号）第４条に規定する事業

者の責務として、自らの負担と責任において、その管理する施設及び設備の安全性の確保並び

に食料、飲料及び生活必需品の備蓄、機材の整備その他の震災対策の推進を図らなければなら

ない。 

２ 乙は、前項に定めるもののほか、甲が実施する備蓄物資の整備、訓練、点検、無線定期通信

訓練その他の防災関連活動に対し、積極的に協力するよう努めなければならない。 

３ 乙は、その能力を活用して積極的に区民、自主防災組織等と連携を図るよう努めなければな

らない。 

４ 乙は、施設の職員等が災害時の対応に関する知識及び技術を習得できるよう、防災訓練等に

参加するよう努めなければならない。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定書の有効期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義は、甲乙協議の上、解決するもの

とする。  

  

この協定の締結を証するため、本書２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

     甲   東京都渋谷区宇田川町１番１号 

         渋谷区 

            代表者区長  長谷部 健 

 

     乙   ●●●●●●●●●●●●●● 

         ●●●●●●●●●●●●●● 

         代表者●●●●●●● 


